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共用林野入林許可証

Ｎｏ．　　　

年　　月　　日

上小阿仁村長　　　　印

　　申請者　　　　　　　様


申請のあった共用林野入林許可申請については、次のとおり条件を付して許可する。

１．この許可証により入林できる区域は、入林許可証交付所に掲示してある図面に示す区域です。
２．林産物を採取できる時間は、次のとおりです。
３．この許可証により採取できる林産物の種類は、次のとおりです。
４．この許可証は、入林中携帯しなければなりません。
５．高山植物・樹木等の盗掘は、法律により罰せられます。
６．ゴミ等の不法投棄は、法律により罰せられます。
７．タバコの吸殻等、火の後始末は確実に行ってください。
８．林内は常に危険が伴うため、注意喚起のある箇所ではその表示に従ってください。
９．米代東部森林管理署上小阿仁支署事業実行箇所へは立ち入りできません。
10．道路や林内における事故等の責任は一切負いません。
11．許可入林者が共用林野に被害を及ぼしたときは、村に対し一切の責任を負うものとします。

	山菜、きのこ類、たけのこ、落きゅう果

	入林許可証交付手数料（１人１件）１,０００円

	午前７時から午後３時まで

	領収年月日に限り有効



林産物採取に係る入林許可証交付手数料として、上記金額を正に領収いたしました。
	取扱者印

	



　　　　　　年　　月　　日
上小阿仁村長　　　印
